
政
令
第
十
七
号

特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
事
業
の
区
分
及

び
規
模
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
八

号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

１

特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
の
区
分
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
当

該
事
業
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

事
業
の
区
分

規

模

一

商
品
等
提
供
利
用
者
が
一
般
利
用
者
に
対
し
て
商
品

年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
商
品
等
を
い

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
供
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、

計
額
が
三
千
億
円

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

商
品
等
提
供
利
用
者
に
よ
る
商
品
等
の
提
供
（
当
該

1



イ

商
品
等
提
供
利
用
者
が
主
と
し
て
事
業
者
で
あ

事
業
に
係
る
場
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て

り
、
か
つ
、
一
般
利
用
者
が
主
と
し
て
事
業
者
以

同
じ
。
）
に
係
る
国
内
売
上
額
の
合
計
額

外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
よ
る
一
般

ロ

広
く
消
費
者
の
需
要
に
応
じ
た
商
品
等
を
提
供

利
用
者
に
対
す
る
商
品
等
の
提
供
の
事
業
（
商
品
等
提

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
商
品
等
に
食
料
品
、

供
利
用
者
が
提
供
す
る
商
品
の
破
損
が
生
じ
た
場
合
に

飲
料
及
び
日
用
品
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

お
い
て
当
該
商
品
の
修
理
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る

ハ

商
品
等
の
提
供
価
格
そ
の
他
当
該
商
品
等
に
関

事
業
そ
の
他
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
提
供

す
る
情
報
を
一
般
利
用
者
に
対
し
て
表
示
し
て
行

と
一
体
と
し
て
行
う
事
業
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定

う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

め
る
事
業
を
除
く
。
）
に
係
る
国
内
売
上
額

二

商
品
等
提
供
利
用
者
が
一
般
利
用
者
に
対
し
て
ソ
フ

年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
が
二
千
億
円

ト
ウ
ェ
ア
（
携
帯
電
話
端
末
又
は
こ
れ
に
類
す
る
端

イ

商
品
等
提
供
利
用
者
に
よ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
提
供

末
に
お
い
て
動
作
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。

及
び
権
利
の
販
売
（
当
該
事
業
に
係
る
場
（
ロ
に
お
い

）
を
提
供
す
る
事
業
及
び
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
お

て
単
に
「
場
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
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け
る
権
利
を
販
売
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
国
内
売
上
額
の
合
計
額

れ
に
も
該
当
す
る
も
の

ロ

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
よ
る
一
般

イ

商
品
等
提
供
利
用
者
が
主
と
し
て
事
業
者
で
あ

利
用
者
に
対
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
提
供
及
び
権
利
の

り
、
か
つ
、
一
般
利
用
者
が
主
と
し
て
事
業
者
以

販
売
の
事
業
（
場
を
提
供
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
提
供

外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

す
る
事
業
そ
の
他
の
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

ロ

広
く
消
費
者
の
需
要
に
応
じ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

提
供
と
一
体
と
し
て
行
う
事
業
と
し
て
経
済
産
業
省
令

を
提
供
す
る
も
の
及
び
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
お

で
定
め
る
事
業
を
除
く
。
）
に
係
る
国
内
売
上
額

け
る
権
利
を
販
売
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
に
電
子
メ
ー
ル
の
送
受
信
の
た
め
の

機
能
を
有
す
る
も
の
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
情
報
の
閲
覧
の
た
め
の
機
能
を
有
す
る
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
提
供
価
格
、
当
該
ソ
フ
ト
ウ
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ェ
ア
に
お
け
る
権
利
の
販
売
価
格
そ
の
他
当
該
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び
当
該
権
利
に
関
す
る
情
報
を
一

般
利
用
者
に
対
し
て
表
示
し
て
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
国
内
売
上
額
の
計
算
方
法
そ
の
他
同
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

２

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
百
五
十
六
号
を
第
四
百
五
十
七
号
と
し
、
第
四
百
五
十
五
号
を
第
四
百
五
十
六
号
と
し
、
第
四
百
五
十
四
号
の
次
に
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次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
五
十
五

特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

三
十
八
号
）
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